
《　 総　会　（第１１条）　》

ふれあい部会 福 祉 部 会 三者連絡会

企画委員会（第１２条）

サポーター
（第６条）

事 業 部 会（第１４条）

会長、副会長、企画委員長、企画副委員長、監査員
会長推薦者、部会長、副部会長、活動推進員（３名以内） 事務局（第５条）

事務局長（センター長）
書記（センター長補佐）

会計、臨時事務員

長谷地域づくり協議会組織図（案）

長谷地域づくり協議会（第１条）　　※ 準構成員：長谷地域住民以外の者を含む

長谷地域づくり協議会会員（第１条）
※ 構成員：長谷地域住民

委　　員（第６条）
地域創生団体（第６条）

ゴトンボの会
長谷助け合い隊

長谷おしゃべりサロン部
ブルーベリーを育てる会

ファブラボ西播磨
バンブーマウス事業部

自治会長、活動推進員、福祉委員、会長推薦者
民生委員・児童委員、自己加入者


